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議第５２号 

 

   高山市税条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２４年６月５日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方税法の改正等に伴い改正しようとする。 

 



３０ 

 

   高山市税条例の一部を改正する条例 

 高山市税条例（昭和３０年高山市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （市民税の申告）  （市民税の申告） 

第２８条 第２４条第１項第１号の者は、３月

１５日までに、規則で定める様式による申告

書を市長に提出しなければならない。ただし、

法第３１７条の６第１項又は第４項の規定に

よつて給与支払報告書又は公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から１月１日現

在において給与又は公的年金等の支払いを受

けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかつた者（公的年金等に係る所得以外

の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、寡婦（寡夫）

控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額

若しくは法第３１４条の２第５項に規定する

扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控

除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１

３条第８項に規定する純損失の金額の控除、

同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除若しくは第３６条の４の規定に

よつて控除すべき金額（以下本条において「寄

附金税額控除額」という。）の控除を受けよう

とするものを除く。以下「給与所得等以外の

所得を有しなかつた者」という。）については、

この限りでない。 

第２８条 第２４条第１項第１号の者は、３月

１５日までに、規則で定める様式による申告

書を市長に提出しなければならない。ただし、

法第３１７条の６第１項又は第４項の規定に

よつて給与支払報告書又は公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から１月１日現

在において給与又は公的年金等の支払いを受

けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかつた者（公的年金等に係る所得以外

の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控

除額、配偶者特別控除額若しくは法第３１４

条の２第５項に規定する扶養控除額の控除又

はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費

控除額の控除、法第３１３条第８項に規定す

る純損失の金額の控除、同条第９項に規定す

る純損失若しくは雑損失の金額の控除若しく

は第３６条の４の規定によつて控除すべき金

額（以下本条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするものを除

く。以下「給与所得等以外の所得を有しなか

つた者」という。）については、この限りでな

い。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

  

 （都市計画税の納税義務者等）  （都市計画税の納税義務者等） 

第１５６条 都市計画税は、都市計画法（昭和 第１５６条 都市計画税は、都市計画法（昭和
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４３年法律第１００号）第５条の規定により

指定された都市計画区域（滝町、岩井町及び

大島町並びに農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項

第１号の規定により定められた農用地区域を

除く。）内に所在する土地（山林及び原野を除

く。以下本条において同じ。）及び家屋に対し、

その価格を課税標準として、当該土地又は家

屋の所有者に課する。 

４３年法律第１００号）第５条の規定により

指定された都市計画区域（滝町、岩井町、大

島町、丹生川町坊方、同町山口、同町町方、

同町新張、清見町牧ケ洞、同町三日町、国府

町三川、同町上広瀬、同町村山、同町金桶、

同町名張、同町広瀬町、同町三日町及び同町

木曽垣内並びに農業振興地域の整備に関する

法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２

項第１号の規定により定められた農用地区域

を除く。）内に所在する土地（山林及び原野を

除く。以下本条において同じ。）及び家屋に対

し、その価格を課税標準として、当該土地又

は家屋の所有者に課する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

  付 則   付 則 

（平成２５年度又は平成２６年度における土

地の価格の特例） 

（平成２５年度又は平成２６年度における土

地の価格の特例） 

第１５条の２ （略） 第１５条の２ （略） 

  

  （法附則第１５条第２項第６号の条例で定め

る割合） 

 第１５条の３ 法附則第１５条第２項第６号に

規定する市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

  

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１５条の３ （略） 第１５条の４ （略） 

  

 （東日本大震災に係る雑損控除額等の特例）  （東日本大震災に係る雑損控除額等の特例） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

  

  （東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地
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に係る譲渡期限の延長の特例） 

 第２８条の２ その有していた家屋でその居住

の用に供していたものが東日本大震災（平成

２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋

沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故に

よる災害をいう。）により滅失（東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律（平成２３年法律第２９号。以下

この項及び次条において「震災特例法」とい

う。）第１１条の６第１項に規定する滅失をい

う。以下この項において同じ。）をしたことに

よつてその居住の用に供することができなく

なつた所得割の納税義務者が、当該滅失をし

た当該家屋の敷地の用に供されていた土地又

は当該土地の上に存する権利の譲渡（震災特

例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をい

う。）をした場合には、付則第１１条第１項中

「第３６条」とあるのは「第３６条（東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律（平成２３年法律第２９号）

第１１条の６第１項の規定により適用される

場合を含む。）」と、「同法第３１条第１項」と

あるのは「租税特別措置法第３１条第１項」

と、付則第１１条の２第３項中「第３７条の

９の５まで」とあるのは「第３７条の９の５

まで（東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６

第１項の規定により適用される場合を含

む。）」と、付則第１１条の３第１項中「租税

特別措置法第３１条の３第１項」とあるのは

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１

項の規定により適用される租税特別措置法第

３１条の３第１項」と、付則第１２条第１項
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中「第３６条」とあるのは「第３６条（東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第１１条の６第１項の規

定により適用される場合を含む。）」と、「同法

第３２条第１項」とあるのは「租税特別措置

法第３２条第１項」として、付則第１１条、

付則第１１条の２、付則第１１条の３又は付

則第１２条の規定を適用する。 

 ２ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けよ

うとする年度分の第２８条第１項の規定によ

る申告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された第２９条第

１項の確定申告書を含む。）に、前項の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるとき

（これらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認める

ときを含む。）に限り、適用する。 

  

 （東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額

控除の適用期限の特例） 

 （東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額

控除の適用期限等の特例） 

第２９条 所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３

年法律第２９号）第１３条第１項の規定の適

用を受けた場合における付則第８条の３及び

付則第８条の３の２の規定の適用について

は、付則第８条の３第１項中「租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２」とあるの

は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法

律第２９号）第１３条第１項の規定により読

み替えて適用される租税特別措置法第４１条

又は同項の規定により適用される租税特別措

第２９条 所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき震災特例法第１３条第１項の規定の

適用を受けた場合における付則第８条の３及

び付則第８条の３の２の規定の適用について

は、付則第８条の３第１項中「租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２」とあるの

は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法

律第２９号）第１３条第１項の規定により読

み替えて適用される租税特別措置法第４１条

又は同項の規定により適用される租税特別措

置法第４１条の２の２」と、「法附則第５条の

４第６項」とあるのは「法附則第４５条第３
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置法第４１条の２の２」と、「法附則第５条の

４第６項」とあるのは「法附則第４５条第３

項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４第６項」と、付則第８条の３の２

第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４

１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第１３条第１項の規定により読み替

えて適用される租税特別措置法第４１条又は

同項の規定により適用される租税特別措置法

第４１条の２の２」と、「法附則第５条の４の

２第５項」とあるのは「法附則第４５条第３

項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４の２第５項」と、同条第２項第２

号中「租税特別措置法第４１条の２の２」と

あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条

第１項の規定により適用される租税特別措置

法第４１条の２の２」とする。 

項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４第６項」と、付則第８条の３の２

第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４

１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第１３条第１項の規定により読み替

えて適用される租税特別措置法第４１条又は

同項の規定により適用される租税特別措置法

第４１条の２の２」と、「法附則第５条の４の

２第５項」とあるのは「法附則第４５条第３

項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４の２第５項」と、同条第２項第２

号中「租税特別措置法第４１条の２の２」と

あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条

第１項の規定により適用される租税特別措置

法第４１条の２の２」とする。 

 ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き震災特例法第１３条第３項若しくは第４項

又は第１３条の２第１項から第５項までの規

定の適用を受けた場合における付則第８条の

３及び第８条の３の２の規定の適用について

は、付則第８条の３第１項中「法附則第５条

の４第６項」とあるのは「法附則第４５条第

４項の規定により読み替えて適用される法附

則第５条の４第６項」と、付則第８条の３の

２第１項中「法附則第５条の４の２第５項」

とあるのは「法附則第４５条第４項の規定に

より読み替えて適用される法附則第５条の４ 

 の２第５項」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 
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第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２８条第１項ただし書の改正及び次条第

１項の規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の高山市税条例（以下「新条例」という。）第２８条第１項の規定は、平成２６年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２５年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

２ 新条例付則第２９条の規定は、平成２４年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成２３年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例付則第１５条の３の規定は、平成２４年４月１日以後に取得された地方税法及び国

有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）第１条の規定に

よる改正後の地方税法附則第１５条第２項第６号に規定する除害施設に対して課すべき平成２５

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例第１５６条の規定は、平成２５年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平

成２４年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 


